
            

首長の在任期間の制限に関する意見 

 

  

首長の在任期間の制限については、平成 18 年 11 月 15 日に開催された第 50
回八都県市首脳会議において、全員一致で意見をとりまとめ、アピールをした

ところであるが、現在、国や政党において法制化に向けた動きがみられること

などから、本日、首長の在任期間について、地方の自主性・自立性を高めると

ともに、地方政治改革を推進するため、八都県市は、次のとおり意見を表明す

る。 
 

１ 首長の在任期間については、幅広い権限を有する首長の時間的分権という

観点から、地方分権の基本的な考え方である各自治体の「自己決定・自己責

任」の原則を尊重し、法律により一律に制限するのではなく、在任期間を制

限するかどうかや、制限する場合の在任期数などを条例に委ねる仕組みとす

るよう、関係法令を改正すること。 
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